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唐
代
文
字
事
情
|
|
『
策
隷
萬
象
名
義
』
研
究
ノ
ー
ト
①

『
簗
隷
萬
象
名
義
』
は
空
海
が
著
し
た
と
さ
れ
る
我
が
国
最

古
の
漢
字
辞
書
で
あ
る
。
現
存
書
は
高
山
寺
本
と
呼
ば
れ
る
手

写
本
一
種
で
あ
る
。
五
百
四
十
一
の
部
首
（
『
説
文
解
字
』
は

五
百
四
十
部
）
を
建
て
て
文
字
を
配
列
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
の

下
に
反
切
と
字
義
を
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
一
部
の
文
字
の
上

に
は
、
そ
の
字
の
策
書
体
を
標
掲
し
て
い
る
。
高
山
寺
本
で
は

冒
頭
部
分
に
集
中
し
て
見
ら
れ
、
そ
の
後
、
途
中
に
も
散
見
す

る
こ
と
か
ら
、
本
来
は
全
篇
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
『
策
隷
萬
象
名
義
』
の
表
題
が
あ

り
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
体
裁
は
我
々
に
『
説
文
解
字
』
を
想

起
さ
せ
る
。

一
方
、
本
書
が
『
玉
篇
』
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
『
玉
篇
』
は
、
南
朝
梁
の
顧
野
王
の
撰
著
で
、

『
説
文
』
の
部
首
に
倣
い
文
字
を
並
べ
（
部
首
の
配
列
お
よ
び

部
首
内
の
字
の
配
列
は
異
な
る
）
、
反
切
、
古
典
に
お
け
る
用

例
を
上
げ
て
字
義
を
説
い
た
書
で
あ
る
。
そ
の
後
、
『
玉
篇
』

は
散
逸
し
て
し
ま
い
、
宋
代
に
重
修
増
補
さ
れ
た
『
大
廣
益
會

玉
篇
』
に
は
原
本
の
お
も
か
げ
は
な
い
。
我
が
国
に
原
本
残
巻

の
古
写
本
が
何
種
類
か
が
残
り
、
そ
れ
ら
と
本
書
の
照
合
に
よ

り
、
か
な
り
の
部
分
に
お
い
て
、
本
書
が
『
玉
篇
』
を
抄
録
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
抄
録
ば
か
り
で
は
な
く
、
空
海
の
独
創
部
分
も
あ

る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
抄
録
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
抄
録
の
方

法
に
空
海
独
自
の
傾
向
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

考
え
た
筆
者
は
、
字
義
の
内
容
を
検
討
し
、
一
応
の
結
論
と
し

て
、
本
書
は
著
者
空
海
の
備
忘
録
的
な
性
格
が
強
く
、
辞
書
と

し
て
は
未
完
成
な
も
の
で
あ
る
と
、
す
で
に
論
じ
た
（
注
1
)
。

さ
ら
に
詳
細
な
字
義
の
検
討
は
今
後
も
続
け
な
け
れ
ば
な
ら

岸

田

知
（
高
野
山
大
学
）

(39) 
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な
い
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
本
書
の
周
辺
を
視
点
を
変
え

広
く
見
て
い
こ
う
と
思
う
。
そ
の
中
に
、
本
書
の
成
立
の

ー
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
体
裁
の
書
が
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
で
、

こ
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
、
空
海
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
か
ー

を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、

唐
代
の
文
字
の
状
況
を
探
っ
て
こ
と
に
す
る
。

六
朝
時
代
に
は
、
い
わ
ゆ
る
雑
体
書
が
多
く
作
ら
れ
た
。

体
書
と
は
、
策
隷
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
装
飾
的
な
書
体
で
、
そ
の

種
類
は
百
体
と
も
百
二
十
体
と
も
い
わ
れ
る
。
南
朝
宋
の
王
憧

の
「
文
字
志
目
」
に
は
三
十
六
書
体
名
が
列
記
さ
れ
、
梁
の
腹

元
威
の
「
論
書
」
に
は
、
十
牒
屏
風
(
+
枚
折
り
屏
風
）
を
作

り
、
そ
こ
に
五
十
体
を
墨
、
五
十
体
を
彩
色
で
書
い
た
と
し
て

百
体
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
百

体
屏
風
は
、
当
時
、
宮
中
な
ど
の
室
内
装
飾
と
し
て
流
行
し
た

ら
し
い
。

正
倉
院
御
物
「
鳥
毛
策
書
屏
風
」
が
百
体
屏
風
の
姿
を
伝
え

て
い
る
。
模
様
入
り
の
美
し
い
下
地
に
、
同
一
の
文
字
を
簗
書

）

い

た

も

の

で

、

鳥
の
羽
帳
が
貼
り
付
け
て
あ
る
。
こ

こ
う
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
古
今
策
隷
文
体
』
で
あ
る
。

に
醤
雑
字
体
一
巻
鷲
子
政
撰
」
と
あ
る
の
が
こ
れ

に
当
た
り
、
中
国
で
は
早
く
に
散
逸
し
た
よ
う
で
あ
る
。
『
隋

書
』
経
籍
志
に
は
他
に
「
古
今
奇
字
一
巻
」
「
雑
体
書
九
巻
」

「
策
隷
雑
体
書
二
巻
」
の
書
名
が
見
え
、
雑
体
書
の
流
行
が
う

か
が
え
る
。
空
海
が
嵯
峨
天
皇
に
献
上
し
た
書
物
の
中
に
、
こ

の
「
古
今
策
隷
文
体
一
巻
」
の
名
が
見
え
、
ま
た
藤
原
佐
世
の

『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
も
「
古
今
簗
隷
文
体
一
巻
驚
子

良
撰
」
と
あ
り
、
平
安
初
期
に
は
我
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
小
松
茂
美
氏
に
よ
る
と
、
室
町
時

代
の
三
条
実
隆
(
-
四
五
五

s
一
五
三
七
）
の
「
実
隆
公
記
」

明
応
八
年
(
-
四
九
九
）
五
月
九
日
条
に
、
太
宰
権
帥
町
広
光

に
「
策
隷
文
体
一
巻
」
を
見
せ
ら
れ
、
「
近
来
殊
勝
の
物
な
り
」

と
珍
書
を
披
見
し
た
喜
び
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
（
注
2
)
。

幸
い
、
鎌
倉
中
期
の
写
本
が
現
存
し
て
い
て
（
京
都
・
毘
沙
門

(40) 
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堂
蔵
）
、
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
雑
体
書
が

五
十
二
法
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
四
十
三
体
の
書
体

を
四
字
ず
つ
図
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
名
称
の
み
知

ら
れ
て
い
た
書
体
の
多
く
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

雑
体
書
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
中
期
に
か
け
て
、
貴
族
た
ち

に
愛
好
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
に
お
け
る
雑
体
書
を

考
え
る
時
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
空
海
の
存
在
で
あ
る
。
空

海
と
雑
体
書
の
関
係
を
示
す
資
料
を
次
に
上
げ
る
。

0
上
述
し
た
よ
う
に
、
「
献
梵
字
井
雑
文
表
」
（
『
性
霊
集
』

巻
四
）
に
述
べ
ら
れ
た
嵯
峨
天
皇
へ
の
献
上
書
の
中
に
「
古
今

築
隷
文
体
」
．
が
あ
る
。

0
空
海
筆
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
益
田
池
碑
銘
」
は
様
々
な
雑

体
書
で
書
か
れ
て
あ
る
。

0
「
勅
賜
屏
風
書
了
表
井
詩
」
（
『
性
霊
集
』
巻
三
）
に
よ
る

と
、
鳥
書
•
龍
爪
書
な
ど
の
雑
体
を
駆
使
し
て
屏
風
に
揮
奄
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。

0
空
海
筆
と
伝
え
ら
れ
る
「
真
言
七
祖
像
賛
」
「
十
如
是
」
が

飛
白
体
で
書
か
れ
て
あ
る
。

0
「
奉
献
雑
書
跡
状
一
首
」
（
性
霊
集
巻
四
）
は
、
唐
よ
り
将

来
の
鳥
獣
飛
白
書
一
巻
を
嵯
峨
天
皇
に
献
上
し
た
時
の
も
の
。

空
海
が
、
雑
体
書
に
対
し
て
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
策
隷
萬
象
名
義
』
の
策
書
は
懸
針
体
と

呼
ば
れ
、
「
益
田
池
碑
銘
」
の
冒
頭
部
の
書
体
と
同
種
で
あ
る
。

我
が
国
の
雑
体
書
は
、
そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
再
び
注
目
さ

れ
る
ま
で
は
影
を
ひ
そ
め
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に

も
う
一
っ
‘
珍
し
い
資
料
が
あ
る
。
岩
手
県
水
沢
市
の
正
法
寺

に
伝
わ
る
「
簗
隷
三
十
二
体
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
」
が
そ
れ
で

あ
る
（
影
印
本
が
昭
和
五
十
五
年
に
木
耳
社
よ
り
発
行
さ
れ
て

い
る
）
。
詳
し
く
は
小
松
茂
美
氏
の
解
説
に
委
ね
る
が
、
宋
代

の
僧
道
口
が
宋
初
の
僧
夢
英
の
集
め
た
策
書
十
八
体
（
注
3
)

を
増
補
の
上
、
三
十
二
体
と
し
て
「
金
剛
経
」
を
三
十
二
体
に

書
き
分
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
類
の
書
が
京
都
・
万
福
寺

に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
序
に
よ
る
と
明
の
万
暦
三
十
六

年
(
-
六
0
八
）
に
発
見
さ
れ
た
も
の
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

正
法
寺
本
は
、
天
正
四
年
(
-
五
七
六
）
に
陸
奥
国
此
波
郡
の

瑞
泉
寺
住
持
禅
恵
が
寄
進
し
た
と
銘
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
万

福
寺
本
よ
り
古
く
に
、
我
が
国
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
小
松
氏
は
、
こ
の
書
と
『
古
今
簗
隷
文
体
』
の

書
体
比
較
表
を
作
っ
て
お
ら
れ
る
（
注
4
)
。

さ
て
、
唐
代
に
お
け
る
雑
体
書
を
『
宣
和
書
譜
』
を
通
し
て

(41) 
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見

て

み

る

こ

と

に

し

よ

う

。

は

北

宋

末

期

の

宣

和
年
間
に
編
ま
れ
た
書
人
伝
集
成
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
府
庫

所
蔵
の
書
跡
の
作
者
を
書
体
別
に
分
類
し
、
書
体
ご
と
に
叙
論

を
付
す
。
し
か
し
、
書
体
論
か
ら
み
れ
ば
唐
の
張
懐
瑠
の
『
書

断
』
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
両
者
の
対
応
関
係
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

『
書
断
』

古

文

，

大
簗
箱
文
小
簗
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
策
書

八
分
11
漢
隷
…
…
…
…
…
…
…
…
隷
書

隷
書
II
今
隷
（
楷
書
）
…
…
…
…
正
書
（
楷
書
）

章
草
行
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
行
書

飛
白
草
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
草
書
八
分

『
宣
和
書
譜
』

つ

ま

り

、

で

は

小

策

よ

り

古

い

書

体

を

取

り

上
げ
て
い
な
い
こ
と
と
、
『
書
断
』
の
八
分
と
『
宣
和
書
譜
』

の
隷
書
が
対
応
し
、
同
じ
く
隷
書
と
正
書
が
対
応
す
る
こ
と
に

大
き
な
違
い
が
あ
る
。
『
宣
和
書
譜
』
の
八
分
は
隷
書
の
別
体

と
し
て
位
置
付
け
て
い
て
、
『
書
断
』
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
策
書
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

『
宣
和
書
譜
』
巻
二
の
策
書
叙
論
は
、
古
文
・
科
斗
か
ら
大
簗
‘

そ
し
て
小
策
に
い
た
る
歴
史
を
簡
単
に
述
べ
た
後
、
李
斯
を
小

簗
の
創
始
者
と
す
る
説
に
つ
い
て
、
す
で
に
秦
の
穆
公
の
時
に

こ
の
書
が
存
在
し
て
い
た
と
論
ず
。
そ
し
て
、
漠
に
許
慎
、
魏

に
章
誕
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
後
千
年
間
は
見
る
べ
き
人
物
は

ほ
と
ん
ど
な
く
、
唐
の
李
陽
泳
に
至
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
唐

よ
り
以
来
の
策
書
の
名
手
七
人
を
左
に
記
録
す
る
と
し
た
後
、

夢
英
の
徒
の
若
き
は
種
種
の
形
を
為
し
、
遠
く
名
を
取

り
て
以
て
後
世
に
流
す
に
似
た
り
。
所
謂
仙
人
務
光
の
櫃

薙
の
策
の
如
き
は
、
是
れ
皆
な
不
経
の
語
、
学
者
之
を
羞

ず
。
絃
の
故
に
録
せ
ず
。

と
結
ん
で
い
る
。

こ
こ
に
い
う
夢
英
と
は
、
先
述
の
「
十
八
体
書
」
を
書
い
た

(42) 
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宋
の
太
宗
ご
ろ
の
人
物
で
、
自
ら
も
策
書
・
雑
体
書
を
善
く
し

た
と
い
う
。
『
宣
和
書
譜
』
の
著
者
は
、
夢
英
の
よ
う
に
雑
体

書
に
て
知
ら
れ
た
人
物
は
認
め
な
い
と
し
、
仙
人
務
光
が
櫃
薙

策
（
倒
薙
、
薙
葉
策
と
も
い
う
）
を
作
っ
た
な
ど
と
い
う
話
は

根
拠
の
な
い
も
の
で
、
学
者
は
こ
れ
を
恥
と
す
る
。
従
っ
て
、

こ
こ
に
は
採
録
し
な
い
と
断
言
す
る
。

し
か
し
、
採
録
さ
れ
た
人
物
の
記
事
に
は
、
雑
体
書
に
関
す

る
こ
と
が
多
く
見
ら
れ
る
。
唐
・
衛
包
に
つ
い
て
は

倒
薙
策
を
以
て
鶴
鶉
賦
を
書
く
。
信
に
学
を
積
む
に
由

り
て
致
す
所
な
り
。

と
あ
り
、
内
府
所
蔵
作
品
は
薙
葉
策
書
「
鵬
鶉
賦
」
が
上
げ
ら

れ
て
い
る
。

唐
・
元
度
の
場
合
は
、

又
た
十
体
を
為
す
。
日
＜
古
文
、
日
く
大
簗
、
日
＜
小

簗
、
日
＜
八
分
、
日
＜
飛
白
、
日
＜
薙
葉
、
日
＜
垂
針
、

日
＜
垂
露
、
日
＜
鳥
書
、
日
＜
連
珠
。
古
今
の
縄
墨
を
網

羅
し
、
蓋
し
亦
た
遺
す
無
し
。

と
、
雑
体
書
を
も
書
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
内
府
所
蔵
作

品
と
し
て
、
策
書
「
千
文
」
と
正
書
「
論
書
・
十
体
書
二
」
の

四
点
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
十
体
書
」
が
正
書
に
分
類
さ
れ

て
い
る
の
は
、
正
書
を
書
い
た
横
に
十
体
を
並
べ
た
も
の
だ
っ

た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

唐
•
釈
元
雅
に
つ
い
て
は
、

古
え
を
好
み
学
を
喜
ぶ
。
科
斗
•
小
策
に
於
い
て
各
お

の
千
文
を
為
し
、
隷
書
を
以
て
其
の
側
に
識
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
内
府
所
蔵
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
科
斗
小
策

―
二
体
千
字
文
」
を
指
す
の
で
あ
り
、
科
斗
書
と
小
策
書
を

並
べ
て
「
千
字
文
」
を
書
き
、
識
字
の
た
め
に
隷
書
を
添
え
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
科
斗
書
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
も
「
隷
書

は
策
よ
り
生
じ
て
、
策
法
も
又
た
科
斗
を
祖
と
す
」
と
い
い
、

策
書
叙
論
冒
頭
に
も
「
古
文
・
科
斗
の
書
は
、
已
に
鼎
葬
金
石

の
伝
に
見
る
」
と
あ
る
。
と
す
る
と
簗
書
の
祖
た
る
科
斗
書
を

雑
体
書
と
し
て
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
伝
説
的
な
書

体
で
あ
る
科
斗
を
模
し
て
作
ら
れ
た
の
が
科
斗
書
で
あ
る
か
ら
、

ふ
つ
う
雑
体
に
入
れ
ら
れ
る
。

宋
•
益
端
献
王
（
英
宗
第
四
子
）
の
項
で
は
、

な
ら

嘗
て
唐
元
度
。
夢
英
に
効
っ
て
、
簗
箱
十
八
体
を
作
る
。

又
た
復
た
衆
体
の
外
に
出
で
て
、
八
体
を
作
る
。
学
ぶ
者

多
く
之
を
宗
と
す
。

と
あ
り
、
作
品
と
し
て
、

二
十
六
体
策
」
が
上
げ

(43) 
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ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
雑
体
書
の
集
成
で
あ
り
、
夢
英
を
否

定
し
た
策
書
叙
論
の
主
義
と
矛
盾
す
る
。

以
上
、
叙
論
で
雑
体
書
を
否
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

簗
書
の
部
に
採
録
さ
れ
た
唐
代
四
人
の
内
三
人
、
宋
代
三
人
の

内
一
人
に
、
雑
体
書
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
何

を
意
味
す
る
の
か
。
『
宣
和
書
譜
』
は
、
元
来
が
徽
宗
の
内
府

所
蔵
作
品
の
作
者
解
説
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
品
と
し
て
そ
こ

に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
必
ず
そ
の
作
者
の
伝
が
書
か
れ
た

と
い
う
こ
と
で
、
採
録
さ
れ
た
人
物
が
必
ず
し
も
書
道
史
上
重

要
な
人
物
ば
か
り
で
は
な
い
。

一
方
、
叙
論
は
あ
く
ま
で
伝
統
的
な
書
学
に
基
づ
き
、
大
義

名
分
を
通
し
、
採
録
さ
れ
た
人
物
の
正
当
性
を
論
ず
る
必
要
が

あ
る
。
な
に
し
ろ
内
府
所
蔵
作
家
な
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
の
差

異
が
、
こ
う
し
た
現
象
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ

ま
り
、
唐
代
で
は
雑
体
書
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
て
、
簗
書

を
書
く
者
は
、
概
ね
雑
体
書
に
手
を
染
め
て
い
た
と
見
て
よ
い

の
だ
ろ
う
。
簗
書
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
実
用
性
の
無
い
、
装

飾
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た

装
飾
字
体
に
赴
く
の
は
自
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
う
し
た
装
飾

的
な
書
体
を
六
朝
貴
族
が
好
ん
だ
よ
う
に
、
唐
宋
の
宮
中
で
も

好
ま
れ
た
と
仮
定
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
内
府
に
こ
の
種
の

作
品
が
多
く
所
蔵
さ
れ
た
の
も
、
そ
う
し
た
理
由
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
作
品
が
あ
れ
ば
、
解
説
と
し
て
触
れ
ざ
る
を
え

な
い
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
雑
体
書
を
正
当
な
書
体
と
は
認
め

た
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
、
収
集
者
で
あ
る
宮
廷
人
と
、
筆
者

で
あ
る
宋
代
の
知
識
人
の
意
識
の
相
違
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

要
す
る
に
、
唐
代
に
お
い
て
は
、
六
朝
以
来
の
雑
体
書
の
流

行
が
未
だ
止
ま
ず
、
策
書
な
い
し
隷
書
と
い
え
ば
、
種
々
の
雑

体
書
を
も
包
括
し
た
と
思
わ
れ
る
。
唐
初
の
類
書
『
初
学
記
』

に
は
文
字
の
項
が
あ
り
、
雑
体
書
の
名
称
や
由
来
に
つ
い
て
の

記
述
が
あ
る
が
、
後
の
類
書
に
こ
う
し
た
項
目
が
な
い
こ
と
か

ら
も
、
当
時
の
関
心
の
傾
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
宣
和
書
譜
』
巻
二
の
李
陽
泳
の
項
は
、
彼
が
策
書
改
革
を

行
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

心
を
小
策
に
留
む
る
こ
と
三
十
年
に
追
ぶ
。
初
め
李
斯

の
繹
山
碑
と
仲
尼
の
延
陵
季
子
の
字
と
を
見
て
、
遂
に
其

の
法
を
得
。
乃
ち
能
く
変
化
開
合
し
、
自
ら
一
家
に
名
づ
く
。

こ
の
策
書
改
革
は
、
秦
の
李
斯
や
孔
子
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る

書
に
学
ん
だ
結
果
で
あ
り
、
策
書
の
本
来
に
近
づ
こ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
体
は
玉
箸
体
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
改

(44) 
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唐
代
に
お
い
て
は
、
字
体
の
統
一
・
整
理
を
目
的
と
す
る
編

著
活
動
が
多
く
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
、
六
朝
以
来
の

多
く
の
異
体
字
が
通
行
し
て
い
て
、
科
挙
の
実
施
に
は
字
体
統

一
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
雑
体
書
の
流
行
に
よ

る
文
字
の
意
匠
化
、
装
飾
化
を
正
す
意
味
合
い
も
大
き
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
太
宗
期
に
顔
師
古
が
経
書
の
考
定
を
行
な
っ
た
。

太
宗
経
籍
の
聖
を
去
る
こ
と
久
遠
、
文
字
訛
謬
せ
る

を
以
て
、
師
古
を
し
て
秘
書
省
に
於
い
て
五
経
を
考
定
せ

し
む
（
『
旧
唐
書
』
巻
七
三
顔
師
古
伝
）
。

唐
代
に
お
け
る
字
体
統
一
と
『
説
文
解
字
』

革
は
、
雑
体
流
行
の
風
を
受
け
て
こ
そ
、
行
な
わ
れ
得
た
と
言

え
よ
う
。

『
宣
和
書
譜
』
は
李
陽
泳
以
前
の
策
書
を
認
め
な
い
。
李
以
前

の
策
書
は
雑
体
書
と
み
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

李
陽
泳
の
書
を
絶
賛
し
、
「
有
唐
三
百
年
、
策
を
以
て
称
せ
ら

る
る
者
、
惟
だ
陽
泳
独
歩
た
り
」
と
言
う
。
こ
の
言
は
、
ま
さ

し
く
唐
代
に
お
け
る
雑
体
書
の
流
行
を
物
語
っ
て
い
る
。

言
つ
ま
で
も
な
く
、
顔
師
古
は
顔
之
推
の
孫
に
あ
た
り
、
父

の
顔
思
魯
も
学
芸
を
以
て
称
せ
ら
れ
た
。
『
旧
唐
書
』
本
伝
に

「
師
古
少
く
し
て
家
業
を
伝
え
、
博
＜
群
書
を
覧
て
、
尤
も
訓

詰
に
精
し
く
、
善
く
文
を
属
す
」
と
あ
る
。
祖
父
の
之
推
が
『

顔
氏
家
訓
』
勉
学
篇
に
て
、
「
夫
れ
文
字
は
墳
籍
の
根
本
」
と

言
い
、
世
間
の
小
学
軽
視
を
批
判
し
、
自
ら
の
文
字
研
究
の
一

班
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
小
学
、
即
ち
文
字
学
こ
そ
「
家

業
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
顔
氏
累
世
の
家
業
に
お
い

て
は
、
『
説
文
解
字
』
を
最
も
権
威
と
す
る
立
場
が
継
承
さ
れ

て
い
た
。

師
古
は
五
経
考
定
の
功
績
で
、
貞
観
七
年
、
秘
書
少
監
に
拝

せ
ら
れ
た
。
「
専
ら
刊
正
を
典
り
、
有
す
る
所
の
奇
書
難
字
、

衆
の
共
に
惑
う
所
の
者
、
疑
に
随
っ
て
剖
析
し
、
曲
さ
に
其
の

源
を
尽
く
せ
り
」
と
あ
る
か
ら
、
之
推
以
来
の
家
学
の
集
大
成

を
遂
げ
た
と
言
え
よ
う
。

顔
氏
一
族
の
顔
元
孫
（
顔
果
卿
〔
六
九
ニ
ー
七
五
六
〕
の
父
、

員
卿
の
諸
父
）
は
『
干
藤
字
書
』
一
巻
を
著
し
て
い
る
。
「
干

藤
」
の
名
は
「
章
表
書
制
の
為
に
」
作
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
と

い
う
（
『
四
庫
提
要
』
経
部
小
学
類
二
）
。
隷
字
で
書
か
れ
、

二
百
六
の
部
首
順
に
な
ら
べ
た
字
ご
と
に
俗
・
。
正
の
三
体

(45) 
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に
分
別
し
た
も
の
で
あ
る
。

経
書
の
文
字
を
正
す
意
図
で
作
ら
れ
た
も
の
に
張
参
の
『
五

経
文
字
』
三
巻
（
大
暦
十
一
年
〔
七
七
六
〕
自
序
）
が
あ
り
、

三
二
三
五
字
を
一
六
0
部
に
分
類
し
た
。
唐
元
度
の
『
九
経
字

様
』
一
巻
は
、
こ
の
分
類
に
依
拠
し
て
石
経
の
字
体
を
考
定
し

た
も
の
で
、
大
和
七
年
（
八
三
三
）
に
作
ら
れ
た
。

文
字
の
考
定
が
行
な
わ
れ
る
時
、
そ
の
基
盤
と
な
る
の
は

『
説
文
解
字
』
で
あ
っ
て
、
文
字
統
一
の
動
き
は
当
然
『
説
文

解
字
』
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

『
宣
和
書
譜
』
の
「
隷
書
叙
論
」
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

肩
の
開
元
の
年
、
時
主
撒
然
、
隷
字
伝
わ
ら
ざ
れ
ば
、

以
て
後
学
に
衿
式
す
る
無
き
を
知
り
、
乃
ち
詔
し
て
『
字

統
』
四
十
巻
を
作
り
、
専
ら
隷
書
を
明
ら
か
に
す
。

ま
た
同
書
の
李
陽
泳
の
項
に
は
、
簗
書
の
正
し
い
字
義
を
伝
え

よ
う
と
す
る
陽
泳
が
『
説
文
解
字
』
を
刊
定
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。其
れ
許
慎
自
り
し
て
、
是
に
至
り
て
『
刊
定
説
文
』
三

十
巻
を
作
り
、
以
て
其
の
学
を
紀
す
。

こ
の
こ
と
は
『
四
庫
提
要
』
の
『
説
文
解
字
』
の
項
に
「
魏
晋

自
り
以
来
、
小
学
を
言
う
者
は
皆
慎
を
祖
と
す
。
李
陽
泳
に
至

り
始
め
て
曲
さ
に
相
排
斥
す
る
も
、
未
だ
協
い
て
公
に
至
ら
ず
」

と
あ
る
の
が
、
そ
の
事
情
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
『
刊
定
説
文
』

は
宋
の
『
崇
文
総
目
』
に
著
藤
さ
れ
て
い
る
。

後
蜀
の
林
空
の
『
字
源
偏
芳
小
説
序
』
に
は

唐
に
至
り
て
、
将
作
少
監
李
陽
泳
許
氏
の
説
文
に
就

き
て
、
ま
た
刊
正
を
加
え
三
十
巻
と
な
す
。
今
行
わ
る
る

所
の
も
の
是
な
り
。
そ
の
時
、
ま
た
説
文
の
策
字
の
下
に

お
い
て
、
便
ち
隷
書
を
以
て
こ
れ
を
照
し
、
こ
れ
を
字
統

と
名
づ
く
。
開
元
中
、
隷
体
定
ま
ら
ざ
る
を
以
て
、
ま
た

隷
書
の
字
統
の
下
に
、
策
文
を
録
し
て
四
十
巻
と
な
し
、

名
づ
け
て
開
元
文
字
と
日
う
。
こ
れ
よ
り
隷
体
は
じ
め
て

定
ま
る
。

と
あ
る
（
注
5
)
。
林
竿
に
つ
い
て
は
、
『
宋
史
』
四
四
一
文

苑
伝
に
「
文
字
の
学
を
善
く
し
、
嘗
て
説
文
二
十
篇
を
著
し
、

目
し
て
林
氏
小
説
と
日
う
」
と
あ
る
。

『
字
統
』
な
ら
び
に
『
開
元
文
字
』
は
『
唐
書
』
経
籍
志
・

『
新
唐
書
』
芸
文
志
に
は
現
れ
な
い
が
、
玄
宗
勅
撰
の
『
開
元

文
字
音
義
』
三
十
巻
が
『
新
唐
書
』
芸
文
志
に
著
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
張
九
齢
に
「
賀
開
元
文
字
音
義
状
」

が
あ
り
（
『
曲
江
張
先
生
文
集
』
巻
十
）
、
玄
宗
は
御
批
を
書
い
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て
い
る
（
「
答
張
九
齢
賀
御
製
開
元
文
字
音
義
批
」
『
全
唐
文
』

巻
二
十
七
）
。
こ
の
書
は
現
存
す
る
が
、
そ
の
形
式
は
、
張
九

齢
の
言
に
「
隷
を
表
に
し
て
以
て
今
を
訓
じ
、
策
を
存
し
て
以

て
古
を
徴
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
隷
書
と
簗
書
を
併
記
し
た
も

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
神
田
喜
一
郎
氏
は
、
李
陽
泳
の
策
書
は
秦
の
李

斯
の
書
に
基
づ
く
玉
箸
策
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

『
萬
象
名
義
』
の
策
書
は
懸
針
体
と
い
う
後
漢
か
ら
魏
晋
に
か

け
て
流
行
し
た
古
い
書
体
で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。平
安
朝
古
写
『
説
文
』
断
簡
（
口
部
二
字
と
口
部
十
二
字
の

み
）
が
懸
針
体
で
あ
る
こ
と
、
唐
抄
本
『
説
文
』
残
巻
が
懸
針

体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
懸
針
体
の
『
説
文
』
が
唐
や
平
安
朝
の

日
本
で
通
行
し
て
い
て
、
空
海
は
こ
の
『
説
文
』
を
参
考
に
し

た
。
『
萬
象
名
義
』
に
よ
り
今
日
通
行
の
宋
の
徐
絃
．
徐
錯
校

訂
の
『
説
文
』
よ
り
古
い
形
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
、
と

（注
6
)
。

思
う
に
、
唐
に
お
け
る
書
体
統
一
の
動
き
が
『
説
文
』
に
脚

光
を
浴
び
せ
る
こ
と
と
な
り
、
『
説
文
』
を
論
拠
と
す
る
文
字

学
の
書
が
次
々
と
作
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
書
の
多
く
は
、

隷
書
を
併
記
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
『
簗
隷
萬
象
名
義
』
の

成
立
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
空
海
も

『
説
文
』
を
手
本
と
す
る
「
辞
書
」
を
書
い
た
。
た
だ
、
李
陽

泳
の
『
刊
訂
説
文
』
は
、
「
未
だ
協
い
て
公
に
至
ら
ず
」
す
な

わ
ち
世
間
に
ま
だ
受
け
入
れ
ら
れ
ず
一
般
的
で
な
か
っ
た
た
め

に
、
空
海
の
目
に
止
ま
る
機
会
が
な
か
っ
た
か
、
当
時
通
行
の

懸
針
体
策
書
の
標
字
の
あ
る
『
説
文
』
を
見
て
い
た
と
思
わ
れ

る。
「
策
隷
」
と
い
う
語
は
『
古
今
策
隷
文
体
』
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
「
策
隷
か
ら
派
生
し
た
種
々
の
雑
体
書
」
と
い
う
意

味
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
『
簗
隷
萬
象
名
義
』
の
「

簗
隷
」
は
「
策
字
を
標
掲
し
以
下
を
隷
書
で
書
い
た
」
と
い
う

意
で
あ
ろ
う
か
ら
、
文
字
通
り
「
策
書
と
隷
書
」
を
意
味
す
る
。

『
唐
書
』
経
籍
志
及
び
『
新
唐
書
』
芸
文
志
に
所
載
の
「
古
来

簗
隷
訓
詰
名
録
一
巻
」
の
「
策
隷
」
は
、
こ
の
書
題
の
意
味
か

ら
考
え
て
、
「
策
書
と
隷
書
」
の
意
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、

唐
代
の
文
字
学
書
の
ス
タ
イ
ル
を
取
り
入
れ
て
、
さ
ら
に
訓
詰

を
記
載
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
現
存
は
し
な
い
こ
う
し
た

書
を
、
空
海
は
あ
る
い
は
見
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
『
簗
隷
萬
象
名
義
』
が
単
に
体
裁
の
上
で
『
説

(47) 
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(
1
)
 
注

「
『
策
隷
萬
象
名
義
』
の
字
義
に
つ
い
て
」

『
密
教
文

文
』
を
ま
ね
た
だ
け
で
な
く
、
眉
代
に
お
け
る
『
説
文
』
の
役

割
を
も
意
識
し
て
作
ら
れ
た
と
す
る
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
日
本
に
お
け
る
字
体
統
一
の
意
図
を
込
め
て
い
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
当
時
の
日
本
の
文

字
事
情
を
調
べ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

ま
た
空
海
が
雑
体
書
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
、

雑
体
書
に
抗
す
る
立
場
に
あ
る
と
さ
れ
る
『
説
文
』
に
倣
っ
て

『
策
隷
萬
象
名
義
』
を
作
っ
た
こ
と
に
、
矛
盾
を
感
じ
る
向
き

も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
二
面
性
こ
そ
、
唐
代
の
文
字
の
事

情
を
体
現
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
七
八
号
所
収
、
高
野
山
大
学
、
平
成
四
年
三

化』月。

(
2
)

「
『
策
隷
一
―
一
体
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』
に
つ
い
て
」

覆
印
本
巻
末
、
木
耳
社
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
。

(
3
)

『
墨
池
篇
』
に
は
夢
英
の
「
十
八
体
書
」
が
所
収
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
雑
体
書
十
八
体
の
来
歴
を
記
し
た
も

の
で
あ
る
。

(
4
)
注

(
2
)
に
同
じ
。

(
5
)

『
中
国
書
論
体
系
』
第
五
巻
、
日
原
利
国
訳
「
宣
和
書

譜
」
六
十
九
頁
、
注
―
二
六
参
照
。

筆
者
は
残
念
な
が
ら
未
だ
実
見
し
て
い
な
い
。

(
6
)
「
簗
隷
萬
象
名
義
解
題
」
弘
法
大
師
全
集
六
•
神
田
喜

一
郎
全
集
三
。

{48) 


